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結
婚
新
生
活
支
援
補
助
金

新
婚
さ
ん
の
新
生
活
を
応
援
！

お知らせ

こ
ど
も
未
来
課
（
市
役
所
4
階
）

☎（
55
）2
7
3
1
　
5（
55
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9
5
6

Efu-kodom
om
irai@

div.city.fuji.shizuoka.jp

補
助
対
象
経
費
／
令
和
3
年
1
月
1
日
か
ら

申
請
日
ま
で
に
支
出
し
た
転
入
ま
た
は
転

居
に
係
る
次
の
費
用

◆
住
宅
取
得
費
用

婚
姻
を
機
に
新
た
に
住
宅
取
得
す
る
際
に

要
し
た
費
用

◆
住
宅
賃
貸
費
用

婚
姻
を
機
に
新
た
に
住
宅
を
賃
借
す
る
際

に
要
し
た
費
用
（
賃
料
、
敷
金
、
礼
金
、

共
益
費
、
仲
介
手
数
料
）

◆
引
っ
越
し
費
用

引
っ
越
し
業
者
ま
た
は
運
送
業
者
へ
支

払
っ
た
費
用

補
助
金
額
／
住
居
費
（
住
宅
取
得
費
ま
た
は

住
宅
賃
貸
費
用
）
と
引
っ
越
し
費
用
を
合

わ
せ
た
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
上
限
額

は
次
の
い
ず
れ
か
と
な
り
ま
す

◦
夫
婦
の
年
齢
が
29
歳
以
下
の
世
帯
…
60
万
円

◦
夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
令
和
3
年
1
月

1
日
以
後
に
市
外
か
ら
転
入
し
た
世
帯
…

50
万
円

◦
夫
婦
の
双
方
が
令
和
3
年
1
月
1
日
以
前

か
ら
市
内
に
在
住
し
て
い
た
世
帯
…
35
万
円

※
勤
務
先
か
ら
住
宅
手
当
等
が
支
給
さ
れ
て

い
る
場
合
、
そ
の
支
給
額
相
当
金
額
は
対

象
外
で
す
。

※
1
0
0
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
ま
す
。

対

象
／
次
の
要
件
を
満
た
す
、
令
和
3
年

1
月
1
日
以
降
に
婚
姻
し
た
世
帯

◦
夫
婦
の
前
年
の
所★

得
合
計
額
が
4
0
0
万

円
未
満
で
あ
る
こ
と

★
所
得
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
同
年
中
に
夫

婦
に
係
る
奨
学
金
の
返
済
が
あ
る
場
合
、

そ
の
額
を
差
し
引
い
た
額
。
ま
た
、
婚
姻

を
機
に
離
職
し
、
申
請
時
に
お
い
て
無
職

の
場
合
は
、
当
該
者
の
所
得
は
な
か
っ
た

も
の
と
し
て
算
定
し
た
額
。

◦
婚
姻
日
に
お
け
る
夫
婦
の
年
齢
が
い
ず
れ

も
39
歳
以
下
で
あ
る
こ
と

※
こ
の
ほ
か
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
み
／
所
定
の
申
請
書
（
こ
ど
も
未
来
課

で
配
布
・
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
）
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
直
接

こ
ど
も
未
来
課
へ
。
必
要
書
類
に
つ
い
て

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い

申
請
期
限
／
令
和
4
年
3
月
31
日（
木
）ま
で

※�

応
募
者
多
数
の
場
合
、
年
度
途
中
で
事
業

を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
で
は
、
夫
婦
と
も
に
39
歳
以
下
の
新
婚
世
帯
へ
、
新
居
の

取
得
・
賃
貸
・
引
っ
越
し
費
用
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問 合 せ

市
長
へ
の
手
紙（
わ
た
し
の
提
言
）

皆
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
を
市
政
に
！

お知らせ

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課

☎（
55
）2
7
3
6
　
5（
51
）1
4
5
6

Ekouhou@
div.city.fuji.shizuoka.jp

ご
意
見
・
ご
提
言
の
提
出
方
法

❶
専
用
は
が
き
（
送
料
無
料
）

市
役
所
、
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

や
図
書
館
な
ど
に
あ
り
ま
す
。

❷
市�

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

「
く
ら
し
と
市
政
」
ペ
ー
ジ
内
の
「
お
役

立
ち
情
報
」
に
あ
る
「
市
長
へ
の
手
紙
」

を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
専
用
フ
ォ
ー
ム
か

ら
送
信
で
き
ま
す
。

❸
そ
の
他

E
メ
ー
ル
、
F
A
X
、
通
常
の
は
が
き
・

封
書
で
の
郵
送（
〒
4
1
7-

8
6
0
1 　

富
士
市
役
所
「
市
長
へ
の
手
紙
」
宛
て
）

で
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
お
願
い
】

▪
1
通
に
つ
き
1
件
の
提
言
を
お
書
き
く
だ

さ
い

▪
回
答
が
必
要
な
場
合
、「
回
答
を
希
望
す

る
」
こ
と
、
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
回
答
は
、
市
長
の

了
承
を
得
た
後
、
担
当
部
署
か
ら
文
書
・

E
メ
ー
ル
な
ど
で
お
送
り
し
ま
す

▪
個
人
的
な
誹
謗
中
傷
は
、
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

▪
市
の
業
務
以
外
の
内
容
に
つ
い
て
は
、原
則
、

回
答
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い

※
個
人
情
報
は
頂
い
た
ご
意
見
と
と
も
に
担

当
部
署
に
伝
え
ま
す
が
、
連
絡
手
段
や
統

計
処
理
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。
ま
た

外
部
に
漏
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
市
長
へ
の
手
紙
」
は
、
日
頃
市
民
の
皆
さ
ん
が
市
政
に
つ
い
て
考
え
て

い
る
こ
と
、
気
が
つ
い
た
こ
と
な
ど
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
い
つ
で
も
市

政
に
参
加
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
ご
意
見
・
ご
提
言
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

問 合 せ

▲詳しくは
こちら

�

簡
単
な
疑
問
や
質
問
は
、
お
し
え
て
コ
ー

ル
ふ
じ
〔
1（
53
）1
1
1
1
〕
や
、市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
「
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
」

を
ご
利
用
い
た
だ
く
か
、
担
当
の
部
署
へ

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲�詳しくは
こちら


